
、副.

加
賀
務
御
定
害
容
一

寸
よ
り
内
。
付
、
色
ざ
や
の
事
。

一
、
辻
立
・
辻
う
た
・
辻
尺
八
之
事
。

一
、
下
々
ほ
う
か
ら
げ
、
井
あ
み
が
さ
と
ぢ
き
申
事
。

一
、
下
品
川
つ
れ
だ
ち
立
な
ら
び
、
道
を
せ
ば
め
相
通
事
。

一
、
下
ひ
げ
・
大
な
で
つ
け
、
惣
別
か
ぶ
き
た
る
て
い
の
事
。

一
、
町
屋
井
下
展
敷
何
方
に
よ
ら
宇
、
緒
勝
負
・
を
ど
り
共
外
み
だ

り
な
る
あ
そ
び
の
事
。

一
、
花
火
・
ね
づ
み
火
・
り
う
せ
い
・
草
火
の
事
。

一
、
辻
宇
ま
ひ
の
事
。

一
、
火
を
と
も
さ
宇
夜
行
の
事
。

一
、
夜
中
女
を
か
た
ら
ひ
あ
り
き
、
猿
怠
る
仕
合
之
事
。

一
、
さ
ん
ゐ
き
の
事
。

一
、
出
合
屋
の
事
。

一
、
町
中
屋
敷
陀
よ
ら
宇
人
集
高
麗
の
事
。

一
、
な
が
刀
の
事
。

一
、
緒
寺
夜
談
義
之
事
。

右
之
保
数
之
外
、
相
改
可
然
儀
は
、
以
御
相
談
之
旨
可
有
裁
許
候
。

か
ぶ
き
も
の
其
外
相
背
御
法
度
候
者
被
相
改
候
閥
、
鈎
奉
行
衆
非
義
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梶
川
瀬
左
衛
門
殿

生

駒

監

物

殿

松

平

采

女

殿

八
五
郡
奉
行
百
姓
支
配
之
儀
御
定

定

一
、
御
分
闘
中
諸
百
姓
、
御
代
官
衆
・
給
人
衆
h
た
い
し
申
分
於
有
之

は
、
郡
奉
行
衆
b
可
申
断
皆
被
潟
定
置
候
之
属
、
理
不
畿
に
走
り
候

百
姓
之
儀
は
、
背
御
法
度
曲
人
之
事
に
候
保
、
候
如
何
様
之
申
分
雄

有
之
、
菟
合
其
外
用
捨
在
之
問
敷
事
。
但
、
他
園
b
相
越
経
年
数
罷

蹄
候
百
姓
之
儀
は
、
有
付
成
魚
可
申
候
僚
、
最
前
ひ
か
へ
来
候
岡
畠
、

裁
許
可
仕
程
郡
奉
行
衆
と
し
て
見
計
可
被
相
渡
候
。
其
上
御
園
役
三

ヶ
年
之
内
可
潟
御
赦
発
事
。

一
、
自
今
以
後
若
逃
散
之
百
姓
於
有
之
は
、
彼
走
り
百
姓
之
跡
田
昌

之
俄
は
、
如
御
法
度
十
村
与
と
し
て
令
耕
作
、
年
貢
・
緒
役
等
無
滞
沙

汰
可
仕
候
。
発
相
之
儀
は
、
其
村
相
給
人
之
内
可
露
中
之
並
。
次
に

金
部
精
米
之
俄
は
、
跡
品
川
精
米
之
内
半
分
十
村
与
と
し
て
可
相
局
。

但
、
本
百
姓
於
令
還
位
は
、
可
潟
如
前
々
一
幕
。

加
賀
器
御
定
書
巻
一

五
六

働
於
在
之
は
、
賞
座
に
成
敗
候
て
も
不
苦
候
僚
、
可
被
得
其
意
者
也
。

内
田
地
朱
八
占
H
V

未

五

月

二

日

横

山

山

城

守

本

多

安

易

守

奉

，ー・11 

衆

八
四
下
々
火
災
之
節
出
張
之
儀

御
定

妨

崎

勘

右

衛

門

灘

五

郎

右

衛

門

藤

懸

源

太

郎

高

山

勘

兵

衛

問

問

八

郎

平

橋

爪

五

兵

衛

一
、
営
地
下
々
火
事
出
来
に
付
て
は
、
嘗
帯
の
衆
火
本
h
被
罷
出
、

火
消
呑
之
人
持
衆
井
御
馬
廻
衆
被
申
談
、
可
有
裁
許
事
。

右
僚
と
続
無
之
様
に
可
被
申
付
候
。
共
外
被
相
改
可
然
俄
候
は

r
、

各
相
談
之
上
を
以
可
有
裁
許
候
。
か
ぷ
き
も
の
以
下
相
背
御
法
度
候

者
被
相
改
候
刻
、
針
御
奉
行
衆
非
分
之
働
於
在
之
は
、
蛍
座
に
成
敗

候
て
も
不
普
候
保
、
可
被
得
共
意
候
。
伺
如
件
。

未
十
二
月
四
日

一
与

与

津
田
源
右
衛
門
殿

一
、
走
り
百
姓
前
年
之
米
議
米
之
事
、
是
叉
十
村
与
よ
り
可
致
納
所

0
・

但
、
年
々
よ
り
潟
古
米
議
付
て
は
、
十
村
与
h
か
け
申
問
敷
事
。

一
、
走
跡
御
借
米
之
儀
、
連
制
之
者
と
し
て
指
上
可
申
事
。

一
、
走
百
姓
之
跡
、
御
代
官
・
給
人
衆
無
構
者
、
其
与
中
に
て
も
他
与

に
て
も
、
せ
が
れ
数
を
持
候
も
の
、
又
は
岡
地
不
持
者
と
し
て
、
共

村
如
菟
合
年
貢
・
諸
役
・
御
閣
役
無
滞
沙
汰
可
仕
皆
請
人
相
立
、
以
来

之
岡
地
主
望
者
於
有
之
は
、
郡
奉
行
衆
よ
り
寄
付
を
い
だ
し
、
永
代

之
百
姓
に
可
被
申
付
候
。
然
ぱ
右
走
百
姓
之
在
所
並
宿
本
之
俄
聞
出

次
第
、
如
御
法
度
死
罪
に
可
被
申
付
候
事
。

一
、
諸
百
姓
作
毛
を
取
仕
廻
令
逐
電
、
或
は
極
月
或
至
春
立
錦
、
年

貫
一
切
納
所
不
仕
者
於
有
之
は
、
.
給
人
よ
り
断
次
第
、
郡
奉
行
衆
手

前
に
て
被
途
穿
盤
、
彼
百
姓
之
犠
は
不
及
沙
汰
、
走
り
候
刻
之
宿
本

と
ら
へ
、
如
御
法
度
死
罪
に
被
申
付
、
彼
問
畠
・
年
賀
・
諸
役
等
之
儀

は
、
十
村
h
可
被
申
付
候
事
。

一
、
給
人
よ
り
在

A
b
下
代
指
越
、
年
賀
穿
盤
之
内
、
走
百
姓
共
之

儀
十
村
与
よ
り
及
裁
許
問
敷
旨
断
雄
有
之
、
背
御
法
度
定
申
者
之
事

候
問
、
料
化
ー
に
不
能
、
走
跡
年
賀
諸
笠
木
々
之
儀
与
中
b
被
申
付
事
。

一
、
諸
百
姓
"
同
下
人
等
御
岡
之
金
山
b
走
入
於
有
之
は
、
金
山
奉

五
七




